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日
時　

２
月
16
日
㈰

　
午
後
１
時
30
分
〜
３
時
30
分

　
受
付
：
午
後
１
時
〜

場
所　
プ
ラ
ザ
都

参
加
事
業
所

能
代
市
山
本
郡
内
の
正
社
員
求

人
事
業
所
（
30
社
程
度
）

対
象　
求
職
者
全
般
、
就
職
活
動

を
控
え
る
学
生
や
生
徒
の
ご
家

族
、
Ａ
タ
ー
ン
希
望
の
方
、
子

育
て
を
し
な
が
ら
働
き
た
い
方

な
ど

※
面
接
を
希
望
す
る
方
は
履
歴
書

１
通
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ

商
工
港
湾
課
☎
89
・
２
１
８
６

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
能
代

☎
54
・
７
３
１
１

陸
上
自
衛
官（
男
女
）・
航
空
自
衛
官（
男
子
）

自
衛
官
候
補
生

採
用
試
験
を
行
い
ま
す

試
験
日　

３
月
８
日
㈰

申
込
期
日　
３
月
６
日
㈮
ま
で

試
験
場
所　
陸
上
自
衛
隊
秋
田
駐

　
屯
地
（
秋
田
市
）

試
験
内
容　
筆
記
試
験
、
面
接
、

　
身
体
検
査

応
募
年
齢　
18
歳
〜
32
歳

※

32
歳
の
方
は
、
採
用
予
定
月
の
１

日
か
ら
起
算
し
て
３
月
に
達
す

る
日
の
翌
月
の
末
日
現
在
、
33

歳
に
達
し
な
い
こ
と

※

今
春
、
高
校
卒
業
予
定
者
も
可

令
和
２
年
度

就
学
援
助
の
申
請
を

受
け
付
け
て
い
ま
す

　
市
で
は
、
経
済
的
な
理
由
に
よ

り
小
・
中
学
校
の
教
育
費
の
負
担

が
困
難
な
家
庭
に
、
学
用
品
費
、

学
校
給
食
費
、
修
学
旅
行
費
な
ど

の
就
学
援
助
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
来
年
度
の
就
学
援
助
の
申
請
を

受
け
付
け
て
い
ま
す
。
入
学
前
新

入
学
用
品
費
を
申
請
し
た
方
で
も
、

改
め
て
申
請
が
必
要
と
な
り
ま
す

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
い
た

だ
く
か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

提
出
期
日　

３
月
19
日
㈭
ま
で

問
合
せ　
学
校
教
育
課

☎
73
・
５
２
８
１

の
し
ろ
お
仕
事
フ
ェ
ア
＆
就
職
面
接
会

グ
ッ
ジ
ョ
ブ
！
の
し
ろ

を
開
催
し
ま
す

　
地
元
企
業
の
企
業
説
明
や
人
事

担
当
者
と
の
面
接
会
で
す
。

　
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
就
職
相
談
や

内
職
・
起
業
相
談
、
シ
ル
バ
ー
人

材
セ
ン
タ
ー
の
入
会
相
談
コ
ー
ナ

ー
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
仕
事
に
関

す
る
ブ
ー
ス
も
設
置
し
ま
す
。

　
事
前
申
し
込
み
不
要
で
す
。
入

退
場
も
自
由
で
す
の
で
お
気
軽
に

ご
参
加
く
だ
さ
い
。

採
用
予
定
時
期

　
３
月
下
旬
〜
４
月
上
旬

問
合
せ　
自
衛
隊
能
代
地
域
事
務
所

☎
52
・
０
７
６
８

安
心
孫
育
て
編

お
じ
い
ち
ゃ
ん
・
お
ば
あ
ち
ゃ
ん

孫
か
て
講
座
の
参
加
者
を
募
集
し
ま
す

　
い
ざ
と
い
う
時
の
た
め
、
孫
育

て
に
役
立
つ
知
識
を
学
び
ま
せ
ん

か
。
１
回
だ
け
で
の
参
加
も
可
能

で
す
。

期
日
・
テ
ー
マ

〇
３
月
４
日
㈬

・
子
ど
も
の
食
物
ア
レ
ル
ギ
ー

に
つ
い
て
／
孫
と
の
安
全
な

遊
び
方

〇
３
月
11
日
㈬

・
講
話
「
孫
育
て
の
ス
ス
メ
」

／
し
ゃ
べ
り
場

〉〉
い
ず
れ
も

場
所　

本
庁
舎
会
議
室
９
・
10

時
間　

午
前
10
時
〜
正
午

申
し
込
み　

開
催
日
の
前
日
ま
で

に
電
話
ま
た
は
、
住
所
・
氏

名
・年
齢
、電
話
番
号
を
記
載
し
、

フ
ァ
ク
ス
（
73
・
６
４
５
９
）
、

Ｅ
メ
ー
ル（shou-supo@

city.

　

noshiro.lg.jp)

で

問
合
せ　
生
涯
学
習
・
ス
ポ
ー
ツ

　
振
興
課　
　

☎
73
・
５
２
８
５

年 金 信通
昨年支給した老齢年金の

源泉徴収票が送付されています
　国民年金や厚生年金の老
齢年金は、雑所得として所
得税の課税対象となるため、
年金を受給されている方へ
１月11日～18日にかけて順次、日本年金機構から
源泉徴収票が送付されています。
　源泉徴収票には、１年間に支払われた年金の総額、
控除した税額、扶養親族等控除の内容などが記載さ
れています。２つ以上の年金を受給されている方や
年金以外の所得がある方、控除漏れがあった方など
は所得税の確定申告を忘れずに行ってください。
　なお、障害年金や遺族年金は非課税ですので、源
泉徴収票は送付されません。
問合せ　市民保険課☎89－2168
　　　　地域局市民福祉課☎73－2114

４月から市役所での厚生年金相談窓口は
毎週火曜日（週１回）となります

　これまで火曜日と金曜日に開設していた、鷹巣年
金事務所の出張相談窓口が、4月から次のとおりと
なります。
日時　毎週火曜日　午前９時30分～午後３時30分
場所　本庁舎６番窓口
　相談は予約制です。基礎年金番号の分かる年金手
帳や年金証書などを準備し、電話でお申し込みくだ
さい。
　予約のない場合は、長時間お待ちいただいたり、
当日対応できないこともあります。
 なお、鷹巣年金事務所での相談はこれまでどおり、
午前８時30分～午後５時15分（平日）で、予約制
となっています。
問合せ　鷹巣年金事務所
　　　　☎0186－62－1490（自動音声案内「５」を選択）


